
70歳未満の人　（2018年8月1日以降）

70歳以上の人　（2018年8月1日以降）

No.5

共済組合

市町村役場

〈１４０，１００円〉

※１ヶ月とは暦上の１ヶ月のことで、通算入院の期間ではありません。

１ヶ月あたりの自己負担限度額表記

各窓口にてご申請下さい。【手続き方法】

医療保険

全国健康保険協会

健康保険組合

窓口

〈４４，４００円〉

５７，６００円

適用区分

標準報酬月額８３万円以上

標準報酬月額５３万～７９万円

国民健康保険

全国健康保険協会

健康保険組合

共済組合

ウ

ア

（１６０円）

１食につき　２１０円

１食につき　４６０円

食事負担

〈４４，４００円〉

５７，６００円
一般

現役並み１
〈145万円以上の方〉

エ

２５２，６００円+（総医療費-８４２，０００円）×１％

〈４４，４００円〉

８０，１００円+（総医療費-２６７，０００円）×１％

〈９３，０００円〉

１６７，４００円+（総医療費-５５８,０００円）×１％

低
所
得
者

〈　〉内は、年４回以上該当した場合の、４回目以降の額。

標準報酬月額２６万円以下

低所得者：住民税非課税オ
〈２４，６００円〉

３５，４００円

〈９３，０００円〉

８０，１００円+（総医療費-２６７，０００円）×１％

〈４４，４００円〉

１食につき　２１０円

（１６０円）

１食につき　１００円１５，０００円

１６７，４００円+（総医療費-５５８,０００円）×１％

２４，６００円

１８，０００円
年間上限 144,000円

１食につき　４６０円

２５２，６００円+（総医療費-８４２，０００円）×１％

〈１４０，１００円〉

Ⅱ

Ⅰ
住民税非課税世帯

〈年金収入80万円以下等〉

住民税非課税世帯

１ヶ月あたりの自己負担限度額

外来 入院

現役並み２
〈380万円以上の方〉

現役並み３
〈690万円以上の方〉

８，０００円

朝倉医師会病院  No.994　18.08

食事負担

【お支払いについてのお知らせ】
　高額療養費制度とは

　医療機関や薬局の窓口で支払った額が、１ヶ月（月の初めから終わりまで）で一定額を超えた場合に、その超
えた金額を支給する制度です。※月を跨いだ入院の場合は、それぞれの月の限度額までを負担して頂きます。

②退院支払後に申請を行う場合⇒加入する医療保険窓口で『高額療養費支給申請書』の手続きを行って下さい。

①事前の申請を行う場合⇒加入する医療保険窓口から事前に『限度額適用認定証』を発行してもらうことによ
り、医療機関の窓口での支払い負担を上限額までに留めることができます。

標準報酬月額２８万～５０万円

イ

適用区分


